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第 249 回定例会結果について(報告) 
  

令和 5 年 4 月 19 日に藤沢商工会館ミナパークにて開催された定例会は会員（会場）64 名、WEB

配信視聴 31 名が出席し、結果は次の通りです。 

 

1. 支部長挨拶 

3 期 6 年副支部長を務めさせていただいたその間コロナ禍で様々な支部活動が制限されてき

た。しかしながら、昨今、マスク不要になるなどコロナ制限も撤廃、緩和されており、令和 5 年

度の支部活動については、コロナ禍前の活動と同等の事業を各部長さんが考えてくれている。 

 

 6月16日の定期総会も今のところコロナ禍前の形のフルスペックで行うことを予定している。

来賓の方々についてもコロナ禍前と同様の基準でのご招待を考えている。会員の皆様方も是非

積極的に総会へ参加いただきたい。 

 

厚生事業に関しては、ゴルフ大会、ボーリング大会等を厚生部で企画している。案内等があり

ましたら是非ご参加いただき楽しんでいただければと考えている。 

研修については、研修 36 時間を超える研修を用意している。会員の皆様も 36 時間研修をク

リアされますようにお願いする。 

 

湘南八支部ゴルフ大会と連絡協議会の両会について藤沢支部がダブルで担当となっている。

ゴルフは 10/11 レイクウッドでの開催が予定されている。参加したいと考えている会員の方は

早めに厚生部へご連絡いただければと思います。 

 

円滑な会務運営を心がけ執行してまいりますので皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

2. 会務報告 

（城田支部長） 

藤沢支部会員による今年度の本会理事、参事及び登録調査委員、税法研究所、支部の監事、税

政連、協同組合理事等への会務分掌、参加状況の紹介。 

 

3 月 22 日、湘南八支部新旧支部長総務部長顔合わせ会を行った。 

 

3 月 29 日、新旧の正副支部長及び幹事会を行った。フレッシュな新幹事の皆様が多く期待が

持てた。川崎前支部長に「幹事とは・・・」等をテーマとしてオリエンテーションをお願いした。 



4 月 3 日から 7 日まで第 1 回目の各部会に参加した。 

 

4 月 4 日には協同組合の協議会に参加した。 

 

4 月 14 日は新入会員説明会を行い第 1 回の正副支部長会及び幹事会が開催された。同日、午

前中には藤沢税務署及び県税事務所に支部長新任のあいさつに伺った。 

 

本日 4 月 19 日は 11 時から第 1 回紫藤会懇談会に出席した。 

 

大山会員に関しましては本会会則第 49 条第 1 項に基づいて処分が下りました。それに伴いま

して当支部におきましても支部規約 35 条 1 項による支部会員の権利停止処分について幹事会で

協議し処分が決定しております。それに先立ちまして、大山会員には弁明の機会を与えるという

ことで内容証明にて書面を郵送しましたが受け取り拒否ということで戻ってきておりますこと

をご報告申し上げます。 

 

3. 各部報告 

新幹事のご挨拶と各部報告 

（山本総務・経理担当副支部長） 

城田支部長、藤田総務部長を支えていきたい。 

 

（井上広報・厚生担当副支部長） 

 皆様に楽しんでいただけるような広報誌、厚生事業を考えていきたい。 

 

（木村税務支援対策・租税教育推進部担当副支部長） 

2 年間よろしくお願いいたします。 

 

（小山税務研修・業務対策部担当副支部長） 

お役に立てるような研修と業務対策部としての情報発信をしてまいります。 

 

（阿部税務相談・綱紀監察・臨税担当副支部長） 

お役に立つように職務を全うしていきたいと思っています。 

 

総務部（藤田部長） 

第 1 回部会で本年度の事業計画と予算を策定した。 

 

経理部（今永部長） 

第 1 回部会で本年度の事業計画と予算を策定した。会費支払いの案内、口座振替の皆様は 4 月

28 日に引き落としになります。お振込の会員の方は 4 月 28 日までのお振込のご協力をお願い

したい。 

 



厚生部（生川部長） 

皆さんに楽しんでいただける企画を考えていきたいと思っている。 

4 月 4 日の部会で令和 5 年度の事業計画及び予算を策定した。 

直近の予定として 7 月に支部日帰り旅行を予定している。 

6 月に予定していたテニス大会は、コートの関係で 9 月に開催したいと考えている。 

協同組合の厚生事業として 9 月 15 日に秋季ゴルフ大会が開催される。10 名の会員の皆様に

ご参加いただけることとなった。7 月 4 日にボーリング大会が開催される予定。湘南八支部ゴル

フ大会は藤沢支部の担当となっております。10 月 11 日にレイクウッドで開催の予定。多くの皆

様の参加をお願いいたします。 

 

税務支援対策部（楡井部長） 

令和 4 年分の無料相談会等の謝金は 5 月末から 6 月の初めに振り込まれる予定。 

皆様からいただいた改善等のご意見については、令和 5 年の無料相談等に反映させていきた

いと考えている。 

 

研修部（高橋部長） 

36 時間研修をクリアいただけるように有用な研修をご準備してお届けしたいと考えている。 

 4 月 6 日に部会を開き事業計画及び予算を策定した。コロナ禍が落ち着いたところの研修のあ

り方ということで検討した。 

 

税務相談部（桂田部長） 

社会からの要請にこたえまして皆様を派遣してまいりたいと思いますのでご協力お願い致し

ます。アンケート中心とはなりますが適材適所での派遣を考えている。 

事務局からですが、派遣の際に皆様の個人情報を団体の方にお伝えすることがある。 

例えば会員名簿に掲載しないで下さいとおっしゃっている場合であっても携帯電話やメール

アドレスをお教えしなければならないこともございますのでご了解ください。 

 

広報部（吉澤部長） 

年 2 回 9 月と 1 月に広報誌を発行させていただきます。合わせて今年度は会務情報を迅速に

お届けするということで支部報臨時増刊号を発行します。第 1 弾として 5 月に総会議案書と一

緒に新幹事の紹介号を臨時増刊号としてお届けします。 

 

業務対策部（石井部長） 

部会を開催し事業計画及び予算を策定した。 

 

綱紀監察部（西川浩吉部長） 

4 月 7 日に部会を開催し事業計画及び予算を策定した。 

9 月 7 日の定例会では国税局税理士専門官をお招きして研修を行います。 

 

 



租税教育推進部（内山副部長） 

6 月、7 月に小学校の租税教室がある。マニュアルもありますし事前の研修もありますので講

師が初めての方でも安心して参加できます。今まで講師をやったことない方も是非参加をお願

いしたい。 

秋冬には高校の租税教室も予定している。サポートも是非よろしくお願いします。 

 

4. 藤沢税務署からの連絡事項（14：00～） 

（税務署長） 

 おかげさまで令和 4 年分の確定申告が無事終わりまして御礼を申し上げます。 

無料相談では約 190 名の多くの先生方に従事していただきました。大変お忙しい中ご協力あ

りがとうございました。 

確定申告期間中に HP 申告書作成コーナーの不具合につきましてお詫び申し上げます。支障

のないよう再発防止とイータックスの安定運用に努めて参ります。 

申告書の提出件数は速報値になりますが約 15 万６千件となっており、昨年より１万件増えて

おります。イータックスによる申告は 10 万４千件、前年対比 120％となっています。今後も一

層イータックスの普及推進を図ってまいりますのでご協力よろしくお願いします。 

 

インボイス制度について 

藤沢税務署の登録状況として課税事業者の７割を超えている。引き続き円滑な導入に向けて

説明会など行ってまいりますのでご協力よろしくお願いします。 

 

内部事務のセンター化について 

藤沢税務署は今年の７月 10 日からセンター化へ移行します。 

申告書、申請書等を郵送される場合には７月 10 日以降は業務センターへの郵送をお願いした

い。この点については、また後日改めまして詳細に説明させていただきたいと思っております。 

 

（管理運営部門） 

令和 4 年分確定申告分の口座振替について 

申告所得税及び復興特別所得税については令和 5 年 4 月 24 日 

消費税及び地方消費税については令和 5 年 4 月 27 日 

振替日の前営業日までに預貯金口座の残高を確認していただきますよう顧問先の皆様にご指

導をお願いいたします。 

 

（個人課税部門） 

令和 4 年分税理士無料相談の状況について、無料相談会の開催にご協力ありがとうございま

した。 

本年の無料相談は茅ケ崎商工会議所、寒川商工会の 2 か所。実績は取り扱い総件数 785 件、

送信総数 689 件となり前年対比で約 250%の大幅増となっております。ご協力に感謝申し上げま

す。 

 



（資産課税部門） 

相続税申告における「提出をお願いしている書類」の見直しについて 

昨年、国税庁が税理士の皆様にアンケートを実施した結果、相続税申告については、法定書類

や申告書作成時の検討資料などの添付書類の送信に係る対応が大きな負担であり、電子申告の

普及のための早急に改善すべきといったご意見をいただきました。 

このため、国税庁において、申告の際の「提出をお願いしている添付書類」の見直しを行い、

令和 5 年 1 月以降提出分の申告については、これまで提出をお願いしていた書類を大幅に削減

することとし、次の様式を改定しています。 

・「イメージデータで提出可能な添付書類（相続税申告）」 

・「相続税の申告のためのチェックシート（令和 5 年 1 月以降提出用）」 

・「税理士法第 33 条の２の書面添付に係るチェックシート（相続税）（令和 5 年 1 月以降提出

用）」 

いずれも、 ①法定添付書類、②提出をお願いしている書類、③提出を求めない書類を明確に

区分するように改定しています。 

今後は、改定後のチェックシート等に基づき、①法定添付書類及び②提出をお願いしている書

類の提出をお願いします。 

なお、今回の見直しについては、電子申告だけでなく、書面で申告書を提出する場合も同様で

す。 

国税庁 HP に改定後のチェックシート等が記載されていますので、電子申告、書面申告を問わ

ず、申告書作成にあたってのチェックシートをご活用ください。 

 

（法人課税部門） 

藤沢税務署では今後もインボイス制度の円滑な導入に向けて制度の基本的な仕組み等に関す

る説明会を実施します。 

ご関与先にもお声がけをいただき参加を希望される方がいらっしゃいましたら藤沢税務署法

人または個人課税第 1 部門まで事前にご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

インボイス発行事業者の早期登録申請について 

原則的登録期日の令和 5 年 3 月 31 日までに申請された方の処理を行っています。これにより、

登録申請書を提出される時期によっては、今まで以上に申請から登録通知までの時間を要するこ

とが想定されます。3 月 10 日現在、イータックス提出で約 3 週間、書面提出で約 2 カ月を要して

います。 

取引先への登録番号の連絡や請求書の記載内容の調整など制度開始に向けた準備作業をスムー

ズに行っていただくためにも、登録を予定されているご関与先の方々に対し、早期の登録申請を行

うようご指導いただきますようお願いいたします。 

説明会会場は藤沢法人会館、日程は令和 5 年 4 月 25 日、5 月 24 日、6 月 22 日、時間はいずれ

も 10：00～11：00、13：30～14：30 となっております。 

 

（総務課） 

関与先名簿及び従業員名簿について 



名簿の提出にご協力いただきありがとうございました。なお、未提出の先生方につきましては、

再度、提出の依頼をさせていただきますので、ご提出よろしくお願いいたします。 

 

申告書等の情報の取得について、 

税務署に提出した申告書等の情報については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開

示請求によることなく、次の方法により、表示、印刷・閲覧することができます。 

１）イータックスメッセージボックスの受信通知からダウンロードする方法 

２）「申告書等情報取得サービス」を利用して取得する方法 

（書面により提出している場合でも、イータックスソフトにマイナンバーカー ドでログ

インして PDF ファイルを取得でき、手数料はかかりません） 

配付のパンプレットをご覧ください。紙で申告した方もイータックスで所得税申告等の

PDF ファイルを取得できます。 

 



















国税庁のHPからもダウンロードできます。 

相続税の申告のための チェック シート 

www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf 

 

紙で申告した方も e-Tax で所得税申告書等のＰＤＦファイルを取得できます！ 

https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/pdf/0022005-014.pdf 

 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/pdf/0022005-014.pdf

